
  資料４  
指定管理者が行う業務及び管理の実施基準 

 
１ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第７７条第１項第９号に規定する

地域活動支援センター事業 

 内 容 
地域活動支援セン

ター事業 
基礎的事業 

障害者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよ

う、創作的活動又は生産活動の機会を提供し、社会との交流の促進を図るとと

もに、日常生活に必要な便宜の供与を行う。 
機能強化事業  サービス管理者研修修了者による個別支援計画を作成し、機能の充実強化に

努める。 
障害者支援に関す

る業務 

・ 障害者及び障害児の保護者又は介護者に係る状況の把握、必要な情報の提

供及び助言並びに相談、指導 
・ 障害者及び障害児の保護者又は介護者と市、指定障害福祉サービス事業者

及び医療機関等との連絡調整 

・ 地域における障害福祉に関する関係者による連携 
地域交流事業  地域住民との交流を通した社会参加の推進、障害者に対する市民の理解の促

進を図る。 
地域活動支援事業 地域に対する施設開放、ボランティア・実習生の受入等を図る。 
 
２ センターの施設等の維持管理に関する業務 

(1) 施設及び設備の維持及び保守管理業務 
(2) 施設の清掃に係る業務 
(3) 施設の警備に係る業務 
(4) 備品の管理に係る業務 

 
管理（保守点検）の実施基準 

 項目 実施基準 

１ 機械警備業務 日常点検及び定期保守点検 

２ 清掃業務（施設清掃） 日常清掃及び定期清掃 

３ 消防用設備保守点検業務 日常点検及び定期保守点検 

４ 空調設備保守点検業務 日常点検及び定期保守点検 

５ 換気機器保守点検業務 日常点検及び定期保守点検 


